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○佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例施行規則 

平成２５年６月２５日 

規則第２５号 

改正 平成３０年３月３０日規則第１６号 

平成３０年１０月５日規則第３２号 

（題名改称） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例（平成２５年佐賀市

条例第４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平３０規則３２・一部改正） 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（調査） 

第３条 条例第５条第３項に規定する立入調査を行う職員の身分を示す証明書は、身

分証明書（別記様式）とする。 

（公表の方法） 

第４条 条例第８条第３項の規定による公表（以下「公表」という。）は、標識を設

置し、及び市役所本庁の掲示場に掲示する方法その他の方法により行うものとする。 

（平３０規則３２・一部改正） 

（助成の要件） 

第５条 条例第１１条の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することと

する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（１） 助成金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）に市税の

滞納がないこと。 

（２） 申請者が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員等

（佐賀市暴力団排除条例（平成２４年佐賀市条例第３号）第２条第３号に規定す

る暴力団員等をいう。）でないこと。 

（３） 所有権が数人の共有に属する空家空地等の場合においては、当該空家空地

等の危険な状態を解消するために必要な措置を講じることに関し、当該空家空地

等について所有権を有する者の全員の同意が得られていること。 
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（４） 所有権以外の権利が設定されている空家空地等の場合においては、当該空

家空地等の危険な状態を解消するために必要な措置を講じることに関し、当該空

家空地等についてその権利を有する者の全員の同意が得られていること。 

（５） 空家空地等を除却する場合においては、建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）別表第１の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係

る同法第３条第１項の許可を受けた者（建設業法等の一部を改正する法律（平成

２６年法律第５５号）附則第３条第２項の規定により解体工事業に係る建設業法

第３条第１項の許可を受けた者とみなされる者を含む。）又は建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項の規

定により解体工事業の登録を受けた者で、市内に本店を有する法人又は市内に住

所を有する個人事業主に除却させることとしていること。 

（平３０規則１６・一部改正、平３０規則３２・旧第１４条繰上・一部改正） 

（寄附の申出の要件） 

第６条 条例第１２条第１項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する

こととする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（１） 空家空地等に所有権以外の権利が設定されていないこと。 

（２） 所有権が数人の共有に属する空家空地等を寄附する場合においては、当該

空家空地等について所有権を有する者の全員の同意が得られていること。 

（３） 危険な状態を解消した後、当該空家空地等の維持管理に関し、地域住民の

協力が見込まれること。 

（４） 建物その他の工作物を寄附する場合においては、その敷地を合わせて寄附

できること。 

（５） 建物その他の工作物を寄附する場合においては、当該工作物が木造又は軽

量鉄骨造（市長が必要があると認めるものに限る。）であること。 

（６） 区分所有権が設定されている建物その他の工作物を寄附する場合において

は、当該工作物について区分所有権を有する者の全員の同意が得られていること。 

（平３０規則３２・旧第１５条繰上・一部改正） 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

（平３０規則３２・旧第１６条繰上） 

附 則 
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この規則は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日規則第１６号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１０月５日規則第３２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別記様式（第３条関係） 

（平３０規則３２・一部改正） 

 


